
議員提出議案第14号

　　　杉並区議会会議規則の一部を改正する規則

　上記の議案を提出する。
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　　　杉並区議会会議規則の一部を改正する規則

　杉並区議会会議規則（昭和31年9月25目議決）の一部を次のように改正する。

　別表第2を次のように改める。

別表第2（第125条関係）

名称 目的 構成員 招集権者

全員協議会 区政に関する重要事項又は議会の

運営に関し、協議又は調整を行う

こと。

全議員 議長

議会運営委員会

理事会

議会運営委員会に付託された案件

及び議会運営委員会の所管に属す

る事項その他議会運営に関し、必

要な事項の協議又は調整を行うこ
と。

議会運営委員会委

員のうちから7人

以内

議会運営委員会委

員長

広報委員会 議会の広報紙の編集に係る事項等

に関し、協議又は調整を行うこと。

議員7人以内 広報委員会委員長

政務調査費調査

検討委員会

政務調査費の使途に係る事項等に

関し、協議又は調整を行うこと。

議員9人以内 政務調査費調査検

討委員会会長

情報公開推進委

員会

行政不服審査法（昭和37年法律

第160号）による不服申立てに
関し審議を行うこと及び議会の情　　　　　　　　　　〕

報公開制度の運営に係る重要事項

に関し協議又は調整を行うこと。

議員10人以内 情報公開推進委員

会会長

代表者会議 一般選挙後、議会運営委員会理事

会の構成員が決定されるまでの

問、議会の構成等に関し、協議又

は調整を行うこと。

所属議員4人以上

を有する会派を代

表する者

区議会事務局長

常任等委員長会 常任委員会、議会運営委員会及び

特別委員会の運営等に関し、協議

又は調整を行うこと。

正副議長、常任委

員会委員長、議会

運営委員会委員長

及び特別委員会委

員長

議長

　　附　則

この規則は、公布の日から施行する。

（提案理由）

区議会に協議又は調整を行うための場を新たに設ける必要がある。


